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議案第４０号

鳥取県私立高等学校等大規模修繕等促進事業助成条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県私立高等学校等大規模修繕等促進事業助成条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

　　平成31年２月12日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県私立高等学校等大規模修繕等促進事業助成条例の一部を改正する条例

　鳥取県私立高等学校等大規模修繕等促進事業助成条例（平成17年鳥取県条例第７号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前
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B

（経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関す

る条例（以下「新条例」という。）別表19の14の項及び24の３の項（１）から（６）までに掲げる許可等の処分その他の行為（以下「移譲事

務」という。）については、なお従前の例による。

３　施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第２条の規定により事務を処理する市町村の行った移譲事務とみな

す。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様とする。
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議案第４１号

鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

　　平成31年２月12日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

　鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年鳥取県条例第11号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前
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　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成17年４月１日から施行する。

（この条例の失効）

２　この条例は、平成31年３月31日限り、その効力を失う。

３　この条例の失効の日以前に交付決定された補助金については、

第３条及び第４条の規定は、この条例の失効後も、なおその効

力を有する。

　　　附　則

　この条例は、平成17年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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